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第２回南部町議会定例会 

  

議事日程（第３号） 

平成18年３月９日（木）午前10時開議 

 

第 １ 報告第９号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

    専決第９号 南部町営住宅条例の一部改正について 

第 ２ 報告第10号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

    専決第10号 青森県新産業都市建設事業団規約の変更について 

第 ３ 報告第11号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

    専決第11号 青森県新産業都市建設事業団規約の変更について 

第 ４ 議案第１号 南部町健康増進センター条例の一部改正について 

第 ５ 議案第２号 南部町集会所条例の一部改正について 

第 ６ 議案第３号 南部町研修センター条例の一部改正について 

第 ７ 議案第４号 南部町法光寺ふれあい館条例の一部改正について 

第 ８ 議案第５号 南部町下名久井公民館条例の一部改正について 

第 ９ 議案第６号 南部町消防施設条例の一部改正について 

第 10 議案第７号 南部町法師岡地区コミュニティ防災センター条例の一部改正について 

第 11 議案第８号 南部町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例の廃止について 

第 12 議案第９号 南部町職員の給与に関する条例の一部改正について 

第 13 議案第10号 南部町職員等旅費に関する条例の一部改正について 

第 14 議案第11号 南部町特別会計条例の一部改正について 

第 15 議案第12号 南部町国民健康保険税条例の一部改正について 

第 16 議案第13号 南部町公共下水道事業基金条例の廃止について 

第 17 議案第14号 南部町地域振興基金条例の制定について 

第 18 議案第15号 南部町立学校設置条例の一部改正について 

第 19 議案第16号 南部町鳥谷保健福祉館条例の一部改正について 

第 20 議案第17号 南部町名川共同高等職業訓練校条例の一部改正について 

第 21 議案第18号 南部町ドライフラワーセンター条例の一部改正について 

第 22 議案第19号 南部町老人福祉センター条例の一部改正について 
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第 23 議案第20号 南部町介護予防拠点施設条例の一部改正について 

第 24 議案第21号 南部町デイサービスセンター条例の一部改正について 

第 25 議案第22号 南部町介護保険条例の一部改正について 

第 26 議案第23号 南部町集落農業研修センター条例の一部改正について 

第 27 議案第24号 南部町りんご集出荷貯蔵施設条例の一部改正について 

第 28 議案第25号 南部町農畜産物加工処理施設条例の一部改正について 

第 29 議案第26号 南部町農産物直売施設条例の一部改正について 

第 30 議案第27号 南部町特用林産物加工センター条例の一部改正について 

第 31 議案第28号 南部町観光施設条例の一部改正について 

第 32 議案第29号 南部町名川センターハウス条例の制定について 

第 33 議案第30号 南部町総合交流ターミナル条例の一部改正について 

第 34 議案第31号 南部町営駐車場条例の一部改正について 

第 35 議案第32号 南部町農村公園条例の一部改正について 

第 36 議案第33号 南部町自然公園条例の一部改正について 

第 37 議案第34号 南部町法定外公共物管理条例の制定について 

第 38 議案第35号 字の区域の変更について 

第 39 議案第36号 青森県新産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画の一部変更に

係る協議について 

第 40 議案第37号 南部町過疎地域自立促進計画（後期）について 

第 41 議案第38号 工事請負契約の変更について 

第 42 議案第39号 平成17年度南部町一般会計予算 

第 43 議案第40号 平成17年度南部町学校給食センター特別会計予算 

第 44 議案第41号 平成17年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計予算 

第 45 議案第42号 平成17年度南部町ボートピア交付金事業特別会計予算 

第 46 議案第43号 平成17年度南部町共同墓地公園特別会計予算 

第 47 議案第44号 平成17年度南部町国民健康保険特別会計予算 

第 48 議案第45号 平成17年度南部町老人保健特別会計予算 

第 49 議案第46号 平成17年度南部町介護保険特別会計予算 

第 50 議案第47号 平成17年度南部町介護サービス事業特別会計予算 

第 51 議案第48号 平成17年度南部町国民健康保険名川病院事業会計予算 
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第 52 議案第49号 平成17年度南部町公共下水道事業特別会計予算 

第 53 議案第50号 平成17年度南部町農業集落排水事業特別会計予算 

第 54 議案第51号 平成17年度南部町簡易水道事業特別会計予算 

第 55 議案第52号 平成17年度南部町営地方卸売市場特別会計予算 

第 56 議案第53号 平成17年度南部町住宅用地造成事業特別会計予算 

第 57 議案第54号 平成17年度南部町工業団地造成事業特別会計予算 

第 58 議案第55号 平成17年度南部町介護老人保健施設特別会計予算 

第 59 議案第56号 平成17年度南部町大字上名久井財産区特別会計予算 

第 60 議案第57号 平成17年度南部町大字平財産区特別会計予算 

第 61 議案第58号 平成17年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計予算 

第 62 議案第59号 平成17年度南部町大字下名久井字田端外17字財産区特別会計予算 

第 63 議案第60号 平成17年度南部町大平財産区特別会計予算 

第 64 議案第61号 平成18年度南部町一般会計予算 

第 65 議案第62号 平成18年度南部町学校給食センター特別会計予算 

第 66 議案第63号 平成18年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計予算 

第 67 議案第64号 平成18年度南部町ボートピア交付金事業特別会計予算 

第 68 議案第65号 平成18年度南部町国民健康保険特別会計予算 

第 69 議案第66号 平成18年度南部町老人保健特別会計予算 

第 70 議案第67号 平成18年度南部町介護保険特別会計予算 

第 71 議案第68号 平成18年度南部町介護サービス事業特別会計予算 

第 72 議案第69号 平成18年度南部町国民健康保険名川病院事業会計予算 

第 73 議案第70号 平成18年度南部町公共下水道事業特別会計予算 

第 74 議案第71号 平成18年度南部町農業集落排水事業特別会計予算 

第 75 議案第72号 平成18年度南部町簡易水道事業特別会計予算 

第 76 議案第73号 平成18年度南部町営地方卸売市場特別会計予算 

第 77 議案第74号 平成18年度南部町工業団地造成事業特別会計予算 

第 78 議案第75号 平成18年度南部町介護老人保健施設特別会計予算 

第 79 議案第76号 平成18年度南部町大字上名久井財産区特別会計予算 

第 80 議案第77号 平成18年度南部町大字平財産区特別会計予算 

第 81 議案第78号 平成18年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計予算 
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第 82 議案第79号 平成18年度南部町大字下名久井字田端外17字財産区特別会計予算 

第 83 議案第80号 平成18年度南部町大平財産区特別会計予算 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（41名） 

  1番  河門前 正 彦 君       2番  高 橋 隆 博 君 

  3番  川守田 倉 松 君       4番  沖 田 豊 治 君 

  5番  川 井 健 雄 君       6番  西 塚 英 夫 君 

  7番  中 村 善 一 君       8番  佐々木 勝 見 君 

  9番  庭 田 豊 茂 君      10番  夏 坂 清 蔵 君 

 11番  長 根 和 夫 君      12番  工 藤 幸 子 君 

 13番  四 戸   清 君      14番  内 村 貞 子 君 

 15番  工 藤 和 夫 君      16番  中 居   誠 君 

 17番  佐々木 幹 夫 君      18番  馬 場 又 彦 君 

 19番  日向端   猛 君      20番  立 花 寛 子 君 

 22番  大久保 俊 和 君      23番  工 藤 光 幸 君 

 24番  滝 田 米 作 君      25番  川守田   稔 君 

 26番  佐々木 金 嘉 君      27番  工 藤 久 夫 君 

 28番  坂 本 正 紀 君      29番  馬 場 忠 靖 君 

 30番  河 端 幸 蔵 君      31番  相 田 耕 作 君 

 32番  山 口 博 个 君      33番  沼 畑   繁 君 

 34番  小笠原 義 弘 君      35番  佐々木 元 作 君 

 36番  伊 達 一 夫 君      37番  金 沢 和 夫 君 

 38番  小田原 長 一 君      39番  東   寿 一 君 

 41番  西 塚 芳 弥 君      42番  野 田 清 八 君 

 43番  佐々木 由 治 君 

 

欠席議員（２名） 
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   21番  沖 田 周 藏 君      40番  宮 野   正 君 

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町     長  工 藤 祐 直 君  総 務 課 長  馬 場   宏 君 

企 画 課 長  奥 瀬   敬 君  財 政 課 長  大久保   均 君 

税 務 課 長  坂 本 好 孝 君  住民生活課長  小野寺 直 和 君 

福 祉 課 長  立 花 和 則 君  健康増進課長  坂 本 勝 二 君 

環境衛生課長  神 山 不二彦 君  農 林 課 長  西 塚 友 雄 君 

商工観光課長  有 谷   隆 君  建 設 課 長  西 野 耕太郎 君 

福地総合サービス課長  川 井 和 男 君  名川総合サービス課長  田 村 淑 延 君 

南部総合サービス課長  山 口 裕 貢 君  出 納 室 長  坂 本 與志美 君 

名川病院事務長  堀 合 悦 夫 君  老健なんぶ事務長  相 馬 紘 司 君 

市  場  長  堀 内 誠 悦 君  教 育 委 員 長  佐々木 武 市 君 

教  育  長  佐 藤 恵 吾 君  学 務 課 長  佐々木 秀 雄 君 

社会教育課長  工 藤 光 行 君  選挙管理委員会委員長職務代理者  中 村 喜 雄 君 

農業委員会会長  沼 畑 俊 一 君  農業委員会事務局長  後 村 森 夫 君 

 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 次 長  中 野 雅 司    主     幹  板 垣 悦 子 

主     査  岩 間 孝 幸 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（工藤久夫君） ただいまの出席議員数は41人でございます。定足数に達しておりますの

で、これより第２回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎報告第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第１、報告第９号、専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について 専決第９号、南部町営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。本案につい

て説明を求めます。建設課長。 

 

〇建設課長（西野耕太郎君） それでは、提出議案書の１ページをお開き願いたいと思います。 

 報告第９号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて。地方自治法第179条第

１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承

認を求める。平成18年３月７日。南部町長、工藤祐直。 

 処分理由であります。公営住宅施行令の一部を改正する条例が公布され、平成18年２月１日か

ら施行されたことに伴い、関連する条項を改正する必要が生じ、この改正に急を要したため専決

処分したものである。 

 次の２ページをお開き願います。第９号、専決処分書。地方自治法第179条第１項の規定によ

り、南部町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について専決処分する。平成18年１月25日。

南部町長職務執行者、二本木憲一。 

 ３ページをお開き願います。南部町営住宅条例の一部を改正する条例。南部町営住宅条例の一

部を改正する条例を次のとおり定める。第５条第６号中「又は既存入居者若しくは」を「、既存

入居者又は」に、「により、」を「その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況から
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みて」に改める。 

 附則、この条例は平成18年２月１日から施行する。 

 この条例でありますが、公募の例外ということで、第５条でありますけれども、町長は次の各

号に掲げる事項に係る者を公募を行わずに町営住宅に入居させることができるとなっております。

第６号でありますが、「現に公営住宅に入居している者の同居者の人数に増減があったこと又は

既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者と

なったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居する

ことが適切であること」、改正条文でありますが、ここに「又は既存入居者」というのが「既存

入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったこ

と」、ことによりでなくて、ことになります。その次に、「その他既存入居者又は同居者の世帯

構成及び心身の状況からみて」という文言が入ります。これは、世帯構成を別にして入居させる

と。例えば病気、それから心身の状況に応じて、町長は世帯を別にして入居させることができる

こととなったということのための改正であります。 

 以上であります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はございませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、報告第９号は原案のとおり承認されました。 
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◎報告第10号から第11号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） お諮りいたします。 

 この際、日程第２、報告第10号及び日程第３、報告第11号は関連がありますので、会議規則第

37条の規定により一括議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、日程第２、報告第10号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 専

決第10号、青森県新産業都市建設事業団規約の変更について、日程第３、報告第11号、専決処分

した事項の報告及び承認を求めることについて 専決第11号、青森県新産業都市建設事業団規約

の変更についてを一括議題といたします。本案について説明を求めます。企画課長。 

 

〇企画課長（奥瀬敬君） ４ページからでございます。 

 それでは、報告第10号及び報告第11号の専決処分した事項の報告及び承認を求めることについ

てをご説明をいたします。 

 専決処分理由でありますけれども、平成18年３月１日に上北郡下田町及び百石町が新設合併し、

おいらせ町を設置したことに伴い、青森県新産業都市建設事業団の規約を変更する必要が生じ、

その変更手続に急を要したため、平成18年１月27日付で専決処分したものでございます。 

 ６ページをお開き願います。青森県新産業都市建設事業団規約の一部を変更する規約でござい

ますけれども、第２条中の変更は百石町及び下田町を削除するものでございます。 

 続きまして、報告第11号の９ページでございますけれども、こちらの規約の一部変更でござい

ますけれども、２条中の変更はおいらせ町を加えるものでございます 

 それから、その下の第６条の変更は、理事を15名から14名に１名減に改めるものでございます。

このたびの規約の一部変更によりまして、事業団の設置団体は青森県、八戸市、それから十和田

市、三沢市、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、南部町の９団体となることになります。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 
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質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、報告第10号及び報告第11号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第４、議案第１号、南部町健康増進センター条例の一部改正につい

てを議題といたします。本案について説明を求めます。財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） 10ページお願いいたします。議案第１号、南部町健康増進センター

条例の一部改正について。 

南部町健康増進センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。平成18年３月７日

提出。南部町長、工藤祐直。 

 提案理由でありますが、指定管理者制度を導入するに当たり、南部町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例、平成18年南部町条例第74号により、指定する指定管理者に代行さ

せるために条例の改正を行うものであります。指定管理者制度について若干申し上げさせていた

だきます。指定管理者制度は、公の施設の管理の効率的かつ効果的な管理を実現し、住民サービ

スの向上、行政運営の効率化を図るため地方自治法の一部改正する法律の施行に伴い、これまで

管理委託、制度が改正されたことによって、新たに創設された制度であります。これまでの管理
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委託制度では、改正前の地方自治法により地方自治体が公の施設の管理委託できるのは公共団体、

公共的団体及び自治体が出資する第三セクター等に制限されておりましたが、指定管理者制度に

おいては民間企業の参入も認められることになっております。施行に伴いまして、今現在管理委

託している施設については、施行の日から起算して３年経過する日ということで、18年の９月２

日までは従来どおり管理委託制度を存続させることができるとなっております。 

 なお、地区集会所等についても指定管理者を指定する必要がありますが、原則として現在管理

している町内会と指定することは可能であるということです。 

 それでは、次の11ページをお願いいたします。南部町健康増進センター条例の一部を改正する

条例ということで、条例を次のように改正するということで、第１条中、健康増進センターを南

部町健康増進センターに改める。 

 次の第２条中第２号中の73番１を73番地１に改めると。 

 続きまして、屋外プールをふくち屋外プールに改めるということで、次の３条の管理運営につ

きまして、健康増進センターは今現在南部町健康増進公社に管理を委託していると。これを町長

が管理するということに改めているものであります。管理運営に関する業務の全部、または一部

を南部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例により、指定された指定管理者に

これを委託することができるとなっております。 

 以下、条文は、指定管理者の業務等について記述されておりますので、省略させていただきま

す。 

 12ページ、お願いいたします。この附則ですけれども、施行期日は、この条例は平成18年４月

１日から施行すると。 

ただし、経過措置として改正後の南部町健康増進センター条例第３条の規定により、指定管理

者に管理を代行させるまでの間、健康増進センターの管理運営については、なお従前の例による

ということで、今財団法人南部町健康増進公社に管理委託しておりますので、それは引き続き継

続されるということになっております。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。20番。済みません、自席でお願いします。 

 

〇20番（立花寛子君） 議案第１号、南部町健康センター条例の一部を改正する条例について質
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問いたします。 

 指定管理者が株式会社などの民間事業になったら金もうけが最優先されて、公共性が大きく後

退するのではないかと不安や疑問の声が上がっておりますが、どのように考えておられるでしょ

うか。 

 質問の２点目は、指定管理者を決めるときは、議会にかかるのでしょうか。 

 また、３点目といたしまして、平成18年９月までに指定管理者制度に移行するか、直接管理を

するかを判断することになりますとありますが、いつどういう形で判断をどなたがするのでしょ

うか。また、事前に情報を流していただけるのでしょうか。また、平成18年９月までに必ず事業

者に移行させるのでしょうか。質問いたします。 

 

〇議長（工藤久夫君） 財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） ただいまのご質問ですけれども、指定管理者制度は、冒頭申し述べ

たとおり、公の施設を効率的に管理するために民間事業者の能力や手法を幅広く活用し、住民サ

ービスの向上のため行政コストの縮減を図ることを目的とされた制度であります。ご質問に対し

ては、行政効率、さらに住民の低下とならないよう公の施設の活用方法を検討することになりま

す。 

また、ご承知のように、指定管理者に管理を代行させる場合は、管理する団体、施設の名称等

については議会の議決が必要となりますので、議会の議決を得た施設だけが指定管理者により管

理されることになります。また、南部町の公の施設に係る指定管理者の手続等に関する条例第９

条から第11条の規定において、町長が指定管理者に対して管理業務の状況を定期的、または必要

に応じて報告を求めるとなっており、事業報告書の作成及び提出することについては規定してお

りますので、内容を審査し、適正に管理していないと認められたときは、指定の取消しを命ずる

こともできますので、住民サービス等は低下しないものと考えております。 

 あと、９月２日までになっておりますけれども、９月２日までは指定管理するか、直接管理す

るかということを決めていくとなりますので、その施設によっては先ほども申し上げましたとお

り、議会の議決等が必要でありますので、役場側、勝手にその施設を指定管理者制度に移行でき

ないとなっておりますので、改めて皆さんの協議いただくということになります。その節は、ま

たよろしくお願いいたします。 

 以上です。 
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〇議長（工藤久夫君） 20番。 

 

〇20番（立花寛子君） 今の説明で疑問なところは、議会にかかる前に事業者に指定管理を委託

するか、調べたり、話し合うような場を行政側の方から提案されるのでしょうか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） 当然その指定管理受ける施設をどうするかということになりますの

で、当然皆様方と協議が必要になってくると思います。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第５、議案第２号、南部町集会所条例の一部改正についてを議題と

いたします。本案について説明を求めます。財政課長。 
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〇財政課長（大久保均君） 13ページ、お願いいたします。議案第２号、南部町集会所条例の一

部改正について。 

南部町集会所条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。平成18年３月７日提出。南部

町長、工藤祐直。 

 提案理由でありますが、指定管理者制度を導入するに当たり、南部町の公の施設にかかわる指

定管理者の指定手続等に関する条例、平成18年南部町条例第74号により指定する指定管理者に代

行させるために条例の改正を行うものであります。 

 14ページをお願いいたします。先ほどの条例改正と同じで、指定管理者制度導入のために条例

を改正するものであります。内容等は同じでありますので、省略させていただきます。 

 次に、15ページをお願いいたします。これにつきましても附則としまして、この条例は18年４

月１日から施行すると。 

経過措置としましては、改正後の南部町集会所条例第３条の規定により、指定管理者に管理を

代行させるまでの間の集会所の管理運営については、なお従前の例によるとなっております。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 
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◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第６、議案第３号、南部町研修センター条例の一部改正についてを

議題といたします。本案について説明を求めます。財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） 議案第３号、南部町研修センター条例の一部改正について。 

 南部町研修センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。平成18年３月７日提出。

南部町長、工藤祐直。 

 提案理由でありますが、指定管理者制度を導入するに当たり、南部町公の施設に係る指定管理

者の指定手続に関する条例、平成18年南部町条例第74号により、指定する管理者に代行させるた

めに条例の改正を行うものであります。 

 17ページですけれども、先ほどの議案と同じですので、省略させていただきます。その下の施

行期日でありますが、この条例は平成18年４月１日から施行する。経過措置としまして、改正後

の南部町研修センター条例第３条の規定により指定管理者に管理を代行させるまでの間の研修セ

ンターの管理運営については、なお従前の例によると。 

 以上でございます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第７、議案第４号、南部町法光寺ふれあい館条例の一部改正につい

てを議題といたします。本案について説明を求めます。 

なお、説明する方は、もうちょっとゆっくりはっきり聞こえるように説明をお願いします。財

政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） 議案第４号、南部町法光寺ふれあい館条例の一部改正について。 

 南部町法光寺ふれあい館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。平成18年３月７日

提出。南部町長、工藤祐直。 

 提案理由でありますが、指定管理者制度を導入するに当たり、南部町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例、平成18年南部町条例第74号により、指定する管理者に代行させる

ために条例の改正を行うものであります。 

 次のページをお願いいたします。これも先ほどの議案と同じで、内容等は同じですので、省略

させていただきます。 

 21ページをお願いいたします。附則としまして、施行期日、１、この条例は平成18年４月１日

から施行する。 

経過措置、２、改正後の南部町法光寺ふれあい館条例第３条の規定により、指定管理者に管理

を代行させるまでの間のふれあい館の管理運営については、なお従前の例によるとなっておりま

す。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。35番。 
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〇35番（佐々木元作君） 議案第４号も３号にも関連することでしたが、私、利用料金は定める

実費を徴収する。このことについては、異論はございませんが、建物施設等の修理とか、風水災

害、そういう場合の修繕費等は利用団体が持つものなのか、あるいは指定管理者が負担するもの

なのか、あるいは南部町そのものが修繕等の予算負担をするものなのか、伺いたいと思います。 

 

〇議長（工藤久夫君） 財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） 指定管理者においては、維持管理費等も含めて、その団体と共有す

ることになります。中には、こちらから行政側、町側から維持管理費を出してやって管理をお願

いするという施設も出てくると思います。特に集会所等は、町側から維持管理費等を出して管理

していただくという形になると思います。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 35番。 

 

〇35番（佐々木元作君） 多少その施設によっては、若干異なる場合があると思いますが、例え

ば私どもの地域にあった集会所、地区の公民館というふうな名前では利用しておるのですが、台

風などで屋根に大きな大木が落ち込んだと、そういう場合の修繕費等について、大がかりな、い

わゆる農業集落排水の下水等が壊れたときのトイレの修繕とか、大がかりなもの等についてのそ

ういう予算上の配慮はだれが行うものなのか、再度お伺いいたします。 

 

〇議長（工藤久夫君） 財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） そういうふうな大がかりな修繕等については、行政側が当然負担し

ていくということになっております。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。12番、工藤幸子君。 

 

〇12番（工藤幸子君） このセンターとか、それから何々館とか、集会所とか、そういうふうな

項目があるわけですけれども、これは管理上、何かそこに管理する条件の誤差といいますか、何
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かそういうふうなものはあるのですか。館とか、集会所の規模に関するとか、そういうふうなも

のがあるものなのでしょうか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） 集会所とか、センターとか、館については、国の制度に基づいて補

助金で建てた、極端な言い方しますと農水省の補助金で建てたものは何々センターとか、農業集

落センターとかとなっております。ただ、管理とか、それについては同じであります。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第８、議案第５号、南部町下名久井公民館条例の一部改正について

を議題といたします。本案について説明を求めます。財政課長。 

 



  

－  － 106 

〇財政課長（大久保均君） 22ページをお願いいたします。議案第５号、南部町下名久井公民館

条例の一部改正について。 

南部町下名久井公民館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。平成18年３月７日提

出。南部町長、工藤祐直。 

 提案理由でありますが、指定管理者制度を導入するに当たり、南部町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例（平成18年南部町条例第74号）により、指定する指定管理者に代行

させるために条例の改正を行うものであります。 

 23ページ、お願いいたします。一部を改正する条例でありますが、先ほどの議案と同じですの

で、省略させていただきます。その下の施行期日でありますが、この条例は平成18年４月１日か

ら施行する。経過措置として、改正後の南部町下名久井公民館条例第３条の規定により、指定管

理者に管理を代行させるまでの間の公民館の管理運営については、なお従前の例によると。 

 以上でございます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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〇議長（工藤久夫君） 日程第９、議案第６号、南部町消防施設条例の一部改正についてを議題

といたします。本案について説明を求めます。財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） 議案第６号、南部町消防施設条例の一部改正について。 

 南部町消防施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。平成18年３月７日提出。南

部町長、工藤祐直。 

 提案理由でありますが、当該消防施設については、指定管理者制度を導入せず、町長が管理す

ることとするため、条例の改正を行うものであります。この消防施設につきましては、使用目的

が住民の安全を守るということが第一条件になっておる施設でありますので、指定管理者制度に

なじまないということで指定管理者制度を導入しないということにしております。 

 次のページ、お願いいたします。25ページお願いします。南部町消防施設条例の一部を改正す

る条例。南部町消防施設条例（平成18年南部町条例第27号）の一部を次のように改正すると。第

３条及び第４条中の管理者を町長に改めると。 

 次の第６条を次のように改めると。消防施設は町長が管理すると。 

 第７条中、「規則で」を「町長が別に」に改めるとしております。 

 附則、この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

 以上でございます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第10、議案第７号、南部町法師岡地区コミュニティ防災センター条

例の一部改正についてを議題といたします。本案について説明を求めます。財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） 26ページをお願いいたします。議案第７号、南部町法師岡地区コミ

ュニティ防災センター条例の一部改正について。 

南部町法師岡地区コミュニティ防災センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。

平成18年３月７日提出。南部町長、工藤祐直。 

 提案理由でありますが、指定管理者制度を導入するに当たり、南部町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例（平成18年南部町条例第74号）により、指定する指定管理者に代行

させるために条例の改正を行うものであります。 

 27ページお願いします。南部町法師岡地区コミュニティ防災センター条例の一部を改正する条

例につきましては、南部町集会施設条例及び南部町研修センター条例の一部改正と同じですので、

省略させていただきます。 

 28ページ、お願いいたします。附則でありますが、施行期日としまして、１、この条例は平成

18年４月１日から施行する。 

経過措置としまして、２、改正後の南部町法師岡地区コミュニティ防災センター条例第３条の

規定により、指定管理者に管理を代行させるまでの間の防災センターの管理運営については、な

お従前の例によるとなっております。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。川守田君。 
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〇25番（川守田稔君） 条例、２号から法師岡、７号まで、６件に関して、今指定管理者制度の

導入のための条例整備ということで、私は理解しているのですが、そのほかの施設というのはも

う指定管理者制度に導入するための条例整備は進んでいるのでしょうか。甚だ不勉強で済みませ

んが、ご説明願います。 

 

〇議長（工藤久夫君） 財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） まだ済んでいない項目もあります。これからになります。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 25番。 

 

〇25番（川守田稔君） まだ済んでいないということは、これからそういうふうな条例整備を進

めていくものなのかどうか。 

 それから、指定管理者制度に該当しないたぐいの、こういったたぐいの施設というのは多々あ

ると思うのですが、そういったものの扱いは今後南部町としてどのように対応していくのかご説

明ください。 

 

〇議長（工藤久夫君） 財政課長。 

 

〇財政課長（大久保均君） 私先ほど申し上げました。なじまない施設もあるということで、な

じまない施設については、今後町の直接管理という形になっていくと思います。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 25番。 

 

〇25番（川守田稔君） なじまない性質というのは、何をもってなじまないものであるものなの

か、その基準を示していただきたいと思います。 

 

〇議長（工藤久夫君） 財政課長。 




